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東京都薬物の濫用防止に関する条例施行規則 

平成１７年３月３１日東京都規則第５９号 

〔一部改正〕平成２５年２月１４日東京都規則第 ２ 号 

〔一部改正〕平成２６年３月３１日東京都規則第４１号 

〔一部改正〕平成２６年１０月１０日東京都規則第１５３号 

〔一部改正〕平成２９年６月６日東京都規則第７９号 

〔一部改正〕令和元年６月２８日東京都規則第３０号 

〔一部改正〕令和３年３月３１日東京都規則第１８８号 

〔一部改正〕令和５年３月３１日東京都規則第５０号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東京都薬物の濫用防止に関する条例（平成１７年東京都 

 条例第６７号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるも 

 のとする。 

（用語） 

第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

（正当な理由により行う場合） 

第３条 条例第１４条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる用

途に供するために知事指定薬物を製造し、栽培し、販売し、授与し、所持し、販

売若しくは授与の目的で広告し、購入し、譲り受け、又は使用する場合とする。 

一 次に掲げる機関等における学術研究又は試験検査の用途 

イ 国の機関 

ロ 地方公共団体及びその機関 

ハ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学及び高

等専門学校並びに国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条

第４項に規定する大学共同利用機関 

ニ 独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規

定する独立行政法人及び地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８

号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人 

ホ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の２第２項に規定する医

療提供施設又は獣医療法（平成４年法律第４６号）第２条第２項に規定

する診療施設 

二 学術研究又は試験検査の用途（前号に掲げる機関等における場合を除き、

かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。） 
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三 条例第１５条第１項に規定する試験の用途 

四 犯罪鑑識の用途 

五 疾病の治療の用途（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号）第１４条又は第１９条の

２の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限

る。） 

六 工業用の用途 

七 前各号に掲げる用途のほか、知事が人の身体に対する危害の発生を伴う

おそれがないと認めた用途 

（収去証の交付） 

第４条 条例第１５条第１項の規定による収去は、別記第１号様式による収去

証を交付して行うものとする。 

（証票の様式） 

第５条 条例第１５条第３項の規則で定める様式は、別記第２号様式のとおり 

 とする。 

（警告書の様式） 

第６条 条例第１６条第３項の規則で定める様式は、別記第３号様式のとおり 

 とする。 

（委員長の設置及び権限） 

第７条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職 

 務を代理する。 

（招集） 

第８条 委員会は、知事が招集する。 

（定足数及び表決数） 

第９条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができな 

 い。 

２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員 

 長の決するところによる。 

（委員以外の者の出席） 

第１０条 委員会は、必要と認める場合、知事指定薬物として指定しようとする薬

物の研究者その他の関係者に対し、出席を求め、説明又は意見を聴くことができ

る。 

２ 前項の関係者は、会議に出席する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（庶務） 

第１１条 委員会の庶務は、保健医療局において処理する。 
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   附 則 

 この規則は、平成１７年４月１日から施行する。ただし、第３条から第５条

までの規定は、同年６月１日から施行する。 

 

   附 則〔平成２５年２月１４日東京都規則第２号〕 

 この規則は、平成２５年２月１５日から施行する。 

 

   附 則〔平成２６年３月３１日東京都規則第４１号〕 

 この規則は、平成２６年７月１日から施行する。 

 

附 則〔平成２６年１０月１０日東京都規則第１５３号〕 

１ この規則は、平成２７年１月１日から施行する。ただし、第３条第５号の

改正規定は、平成２６年１１月２５日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都薬物の濫用防止に関

する条例施行規則（以下「旧規則」という。）別記第１号様式による立入調査

証で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都薬物の濫用

防止に関する条例施行規則別記第２号様式による立入調査証とみなす。 

３ この規則の施行の際、旧規則別記第１号様式及び第２号様式による用紙で、

現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

 

附 則〔平成２９年６月６日東京都規則第７９号〕 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則〔令和元年６月２８日東京都規則第３０号〕 

１ この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式（この規

則により改正されるものに限る。）による用紙で、現に残存するものは、所要

の修正を加え、なお使用することができる。 

 

附 則〔令和３年３月３１日東京都規則第１８８号〕 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都薬物の濫用防止に関

する条例施行規則別記第２号様式及び第３号様式による用紙で、現に残存す

るものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

 

附 則〔令和５年３月３１日東京都規則第５０号〕 

１ この規則は、令和５年７月１日から施行する。 


